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第１０回行財政改革推進本部会議の概要 

 

 

１ 日 時  平成２０年７月１８日（金）１５時３０分～１７時００分   

 

２ 場 所  本庁（３階）Ｆ会議室 

 

３ 出席者  井上町長、江上副町長 外２９名 

 

４ 議 題 

① 平成１９年度行財政改革実施計画について 

 

５ 会議内容（定例課長会議を切替えて実施） 

 

行財政改革担当理事 

  （１）進ちょく状況概要版について 

・平成１８年度３月に策定した行財政改革実施計画（集中改革プランにおけるア

クションプラン）について、項目ごとの取組内容、スケジュール（進捗）、目標

達成の状況等を各課に照会のうえ、その結果を取りまとめた。 

・目的は行財政改革の推進状況を住民にお知らせすることにあるが、成果が出て

いない項目や取組が遅れているものなどについては、問題点や課題を把握した

うえで見直しを行うこと。 

・各課が所管する項目については、日頃から各課長がその取組状況を把握し、行

革効果が出るよう意識した取組をお願いしたい。 

・行財政改革実施計画の取組期間は平成１７年度から２１年度までの５年間であ

り、特に平成１８年度～１９年度を「集中取組期間」としている。その結果、

新たな歳入の確保や更なる歳出削減が図られるなど一定の成果が得られた。 

・行革大綱に掲げた７つの基本方針に沿った１０１の取組事項の進捗状況につい

ては、既に７７項目が実施済みであるが、その中でも継続的な成果に着目すべ

き取組は引き続き実績評価を行った。 

・評価の結果については、計画以上（ＡＡ）と評価されたものが２項目、計画ど

おり（Ａ）が４９項目、計画見直し（Ｂ）が８項目となっている。 

・効果額については、歳入・歳出ともに効果額の増加が見られるが、特に歳入は

使用料・手数料の見直し、水道料金の統一化等に伴い大幅な伸びとなっている。 

・歳出効果額の算定については平成１６年度決算額と平成１９年度の比較である

が、年度毎に歳出計画が設定されているもの（例：償還金など）は計画額との

比較というように例外的な算定もある。 

・今回の会議においては概要版を取りまとめるにあたり、主要な取組についてピ

ックアップしたものである。一部の記載内容について表現に修正を加えている

ので、確認のほか成果として取り上げるには不適切なものがないか確認してい

ただきたい。 

 


